
□事務系職員分布
級
生
年
度

事務所
課長
以上

建設
専門官

上席
専門職

用地官
指導官

専門官
専門職

事務所
係長等

出張所
係長

主任等 計

53 6 2 7 15

54 17 2 4 1 4 1 29

55 13 1 1 1 2 1 1 20

56 18 2 2 1 5 1 29

57 9 1 1 2 1 1 15

58 15 1 1 2 1 20

59 14 1 6 1 22

60 16 1 7 1 1 26

61 14 1 1 5 1 2 24

62 11 1 2 8 3 1 26

□技術系職員分布
級 ５級
生
年
度

事務所
課長
以上

出張
所長

建設
専門官

監督官
専門官
専門職

事務所
係長等

出張所
係長

主任等 計

53 20 6 1 2 1 30

54 31 11 2 1 3 1 49

55 30 13 3 2 1 49

56 31 6 2 2 3 1 2 47

57 20 9 2 1 1 33

58 15 5 3 2 4 3 32

59 35 7 1 6 3 1 53

60 28 6 4 3 5 2 1 49

61 32 2 6 5 10 3 58

62 33 2 4 6 5 2 52

級は、各役職の最上位級（未公表のため東海建設支部推定）
斜体の53年次が今年度末定年退職者数

は空きポストに対する概ねのライン（限定するものでは無い）
　 　は上位空き人数

人数は、東海建設支部調べ

６級 ４級 ３級

単位：人
６級 ５級 ４級 ３級

単位：人

８

15

15

26

27

30

数値

と
五
〇
歳
前
半
で
五
級
昇
格
、

ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
六
級
以
下

で
退
職
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
五
〇
歳
前
半
ま
で

に
五
級
に
な
れ
る
ポ
ス
ト
に
上

が
れ
ば
良
い
こ
と
に

な
り
ま

す
。一

方
、
若
い
職
員
が
課
長
等

の
ポ
ス
ト
に
つ
く
こ
と
は
、
課

長
等
ポ
ス
ト
の
格
付
け
を
落
と

し
、
上
位
級
定
数
（
六
級
）
を

減
ら
し
、
下
位
級
定
数
（
四
級
）

を
増
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
地
整
全
体
の
処
遇

改
善
を
考
え
る
と
マ
イ
ナ
ス
以

外
何
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
そ
れ
相
応
の
年
齢
の

者
が
課
長
等
ポ
ス
ト
を
占
め
る

こ
と
で
、
上
位
級
定
数
が
増
え

る
こ
と
に
な
り
、
将
来
四
〇
代

の
職
員
が
五
〇
代
に
な
っ
た
時

の
昇
格
改
善
に
も
つ
な
が
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

重
点
要
求
は
、
前
述
の
と
お

り
、
五
〇
歳
代
の
四
級
以
下
の

職
員
を
六
級
ポ
ス
ト
に
上
げ
て

い
く
こ
と
で
賃
金
水
準
の
引
き

上
げ
を
図
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
出
張
所
係
長

は
事
務
所
課
長
補
佐
級
（
専
門

職
・
専
門
官
等
）
に
、
事
務
所

係
長
は
監
督
官
、
建
設
専
門
官

等
に
昇
任
し
て
い
く
こ
と
で
将

来
的
に
は
誰
で
も
六
級
を
目
指

し
ま
す
。

今
年
度
の
定
年
退
職
者
四
五

名
の
う
ち
三
四
名
（
事
務
八
名
、

技
術
二
六
名
）
が
六
級
ま
で
昇

格
で
き
る
ポ
ス
ト
で
の
定
年
退

職
者
数
で
す
。
（
左
表
参
照
）

ま
た
、
例
年
早
期
退
職
者
が
数

名
程
度
生
じ
る
こ
と
か
ら
も
う

少
し
増
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
う
ま
く
運
用
す
れ

ば
、
新
た
に
三
四
名
以
上
の
五

級
職
員
を
六
級
ポ
ス
ト
に
引
き

上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま

こ
れ
ま
で
中
部
地
整
当
局

は
、
出
張
所
係
長
（
係
長
級
）

→
事
務
所
係
長
（
係
長
級
）
→

専
門
職
（
課
長
補
佐
級
）
→
監

督
官
（
課
長
補
佐
級
）
→
出
張

所
長
（
課
長
級
）
の
人
事
の
流

れ
を
一
部
の
職
員
を
除
き
押
し

付
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
〇
〇
九
年
の
人
事
で
「
標
準

的
な
官
職
の
分
類
表
」
に
基
づ

く
人
事
と
し
て
監
督
官
（
課
長

補
佐
級
）
→
専
門
職
（
課
長
補

佐
級
）
な
ど
の
実
質
上
の
降
格

人
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
を
「
正
」
と
す
る
な
ら
ば
、

出
張
所
係
長
（
係
長
級
）
か
ら

専
門
職
（
課
長
補
佐
級
）
へ
の

昇
任
は
「
普
通
の
人
事
」
で
す
。

「
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
」
と
は
呼
べ

ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
処
遇

を
遅
ら
せ
ら
れ
た
職
員
に
対
し

て
は
こ
の
「
普
通
の
人
事
」
を

行
わ
せ
る
こ
と
で
遅
れ
た
処
遇

を
復
元
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
出
張
所
に
は
地
域
対

策
専
門
職
等
を
配
置
す
る
こ

と
、
事
務
所
で
は
建
設
専
門
官

や
専
門
官
等
の
ス
タ
ッ
フ
ポ
ス

ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
こ
れ
ま

で
の
職
場
で
培
っ
た
行
政
能
力

を
十
分
発
揮
し
つ
つ
処
遇
改
善

が
図
れ
る
は
ず
で
す
。

た
、
八
名
（
事
務
七
名
、
技
術

一
名
）
が
五
級
ポ
ス
ト
で
退
職

し
ま
す
か
ら
、
前
述
の
三
四
名

に
加
え
、
四
二
名
以
上
の
四
級

職
員
を
五
級
ポ
ス
ト
に
引
き
上

げ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
五
〇

歳
代
の
五
級
職
員
は
六
級
ポ
ス

ト
へ
、
四
級
職
員
は
五
級
ボ
ス

ト
へ
、
三
級
職
員
は
四
級
ポ
ス

ト
へ
の
要
求
を
き
ち
ん
と
積
み

上
げ
て
い
く
こ
と
が
全
体
の
処

遇
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

異
動
で
き
る
範
囲
、
業
務
内

容
を
し
っ
か
り
身
上
書
に
書
き

込
み
、
要
求
を
実
現
し
ま
し
ょ

う
。

現
在
の
昇
格
ペ
ー
ス
を
見
る

定
員
事
情
が
厳
し
さ
を
増
す

中
、
地
域
事
情
を
よ
く
知
り
即

応
で
き
る
職
員
こ
そ
が
、
地
域

が
求
め
て
い
る
人
材
で
す
。
当

局
が
こ
れ
ま
で
の
人
事
施
策
を

改
め
、
人
事
の
基
準
化
・
民
主

化
を
図
る
こ
と
で
、
全
体
の
処

遇
改
善
が
進
み
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
身
上
書
に
キ
ッ
チ
リ

要
求
を
書
き
込
み
ま
し
ょ
う
。

給与種目 H25平均給与 実支給(想定) 備              考
俸給 332,464 388,300 H25:４級35号俸相当/想定:４級93号俸で計算
扶養手当 12,162 12,162
俸給の特別調整額 11,918 0 管理職でないため未支給
地域手当等 37,100 0 H25:平均10%程度/想定:地方0%で計算
住居手当 4,307 4,307
その他 7,530 0 H25:本省手当、寒冷地・特地手当等
合計 405,481 404,769
人事院の示す平均賃金は、全ての行政職（一）の平均（減額前）である。
地域手当未支給地で働く４級最高号俸職員を実支給額（想定）とした。
共働きの場合、扶養手当はもらっていない職員も多くおり、この場合差額は拡大する。
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全
建
労
は
、
九
〇
年
代
か
ら
誰
で
も
八
級
（
現
在
の
六
級
）
当

面
六
級
（
現
在
の
四
級
）
を
目
指
し
て
級
別
定
数
の
改
善
、
ポ
ス

ト
改
善
を
求
め
て
運
動
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
タ
ッ
フ

ポ
ス
ト
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
一
定
程
度
処
遇
の
改
善
は
進
み
、

「
青
年
の
山
」
な
ど
の
厳
し
い
状
況
下
で
も
処
遇
の
後
退
を
限
定

的
に
と
ど
め
、
概
ね
退
職
時
四
級
を
実
現
さ
せ
、
退
職
時
六
級
の

展
望
も
築
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
「
女
性
国
家
公
務

員
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
等
に
関
す
る
指
針
（
一
二
年
一
月
改

正
）
」
（
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
を
踏
ま
え
た
も
の
）
が
あ

り
な
が
ら
、
当
局
は
異
動
を
条
件
と
し
た
人
事
施
策
の
変
更
を
拒

み
、
女
性
を
中
心
に
五
〇
代
の
専
門
職
～
係
長
の
処
遇
を
放
置
し

て
い
ま
す
。
私
た
ち
国
土
交
通
労
働
組
合
東
海
建
設
支
部
は
、「
指

針
」
に
基
づ
き
「
登
用
を
阻
害
す
る
要
因
の
見
直
し
や
転
勤
自
体

の
必
要
性
の
見
直
し
・
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
多
様
化
等
」
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
ま
さ
に

一
般
公
務
員
の
賃
金
水
準
で

す
。
確
か
に
基
本
給
で
は
、
平

均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
が
、
よ

く
見
る
と
俸
給
の
特
別
調
整
額

（
管
理
職
手
当
）
や
地
域
手
当

（
一
〇
％
程
度
）
、
そ
の
他
（
本

省
手
当
等
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
手
当
を
除
く
と
実
支

給
額
は
、
平
均
に
満
た
な
い
状

況
と
な
り
ま
す
。
仮
に
地
域
手

当
三
％
支
給
地
に
勤
務
し
て
い

た
と
し
て
も
、
昇
給
停
止
の
五

五
歳
ま
で
に
七
五
号
俸
ま
で
昇

給
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

五
〇
歳
で
や
っ
と
四
級
五
〇
号

行
政
職
（
一
）
四
級
で
や
め

る
こ
と
は
、
人
事
院
の
い
う
国

家
公
務
員
の
平
均
賃
金
に
満
た

さ
な
い
ま
ま
や
め
る
こ
と
、
つ

ま
り
、
普
通
の
国
家
公
務
員
と

し
て
働
き
な
が
ら
賃
金
は
「
普

通
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。（
人
事
院
の
行
政
職
（
一
）

の
平
均
と
四
級
最
高
号
俸
賃
金

想
定
の
比
較
は
紙
面
再
下
段
）

こ
の
平
均
値
に
は
、
事
務
次

官
や
局
長
な
ど
の
特
別
職
は
含

人
事
院
は
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
に
基
づ
く
「
指
針
」

の
な
か
で
「
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の

多
様
化
」
「
転
勤
自
体
の
必
要

性
の
見
直
し
」
「
登
用
を
阻
害

す
る
要
因
の
見
直
し
」
な
ど
を

示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
職

場
に
は
女
性
を
中
心
に
家
庭
事

情
・
地
理
的
条
件
等
か
ら
異
動

が
困
難
な
職
員
が
多
く
お
り
、

そ
れ
を
為
に
し
て
昇
任
が
放
置

さ
れ
て
い
る
職
員
が
い
ま
す
。

「
指
針
」
を
ふ
ま
え
、
積
極
的

な
取
り
組
み
で
処
遇
が
遅
れ
た

職
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

一
三
年
四
月
の
人
事
で
は
、

事
務
系
女
性
の
若
年
層
を
中
心

俸
程
度
に
な
る
現
状
で
は
と
て

も
こ
の
号
俸
に
到
達
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

ポ
ス
ト
、
昇
格
定
数
事
情
も

あ
り
ま
す
が
、
せ
め
て
五
〇
歳

頃
ま
で
に
は
平
均
賃
金
を
超
え

る
賃
金
に
し
ろ
と
い
う
の
は
当

た
り
前
の
要
求
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？

に
昇
任
・
登
用
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
特
に
技
術
系
で
は
、
五

〇
歳
代
を
中
心
に
処
遇
改
善
は

放
置
さ
れ
、
四
級
の
ま
ま
定
年

を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に

放
置
さ
れ
て
い
ま
す
。


